
環境基本法（抜すい）［平成５年法律第91号］ 

（目的） 

第１条 この法律は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに国、地方公共

団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策

の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計

画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与す

るとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。 

（都道府県の環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関） 

第４３条 都道府県は、その都道府県の区域における環境の保全に関して、基本的

事項を調査審議させる等のため、環境の保全に関し学識経験のある者を含む者で

構成される審議会その他の合議制の機関を置く。 

２ 前項の審議会その他の合議制の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、その

都道府県の条例で定める。 
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